
付属資料◆用語解言  

○特別支給の老齢・退職年金  

昭和60年の制度改正により、老齢・退職年金の支給は原則65歳からになったが、   

旧制度から新制度に移行する間、経過的に60～64歳の間に支給される、いわゆる「60   

歳代前半の老齢厚生年金・退職共済年金」のことである。65歳以降支給される「本来   

支給」に対して、「特別支給」として区別される。特別支給の老齢・退職年金は、加入   

期間に応じて計算される「定額部分」、平均標準報酬額と加入期間に応じて計算される   

「報酬比例部分」、「加給年金注」で構成される。   

特別支給の老齢・退職年金は、定額部分の支給開始年齢が平成13年度から、報酬比   

例部分の支給開始年齢が平成25年度から、それぞれ生年月日に応じて61歳から64歳   

に段階的に引き上げられ、最終的には65歳支給開始の本来支給の年金のみとなる。な   

お、厚生年金のうち女性についてはそれぞれ5年遅れで引き上げられる。  

〔⇒図3 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 参照〕  

注 加入期間が20年（中高齢の特例の場合15～19年）以上ある年金の場合、生計を維持され  

ている65歳未満の配偶者または18歳未満（18歳の誕生日の属する年度末まで）の子、20  

歳未満で1級・2級の障害の子がいるときに加算される年金額。  

○独立行政法人福祉医療機構納付金  

旧年金資金運用基金が行っていた年金住宅融資等債権の管理・回収業務を平成18年   

度以降は独立行政法人福祉医療機構が承継しており、当該業務で回収された回収金が   

年金特別会計へ納付されたもの。   

（補足）   

平成17年度末に旧年金資金運用基金が解散したことに伴い、年金住宅等融資事業等  

に係る財政融資資金からの長期借入金の繰上償還を行うなど、事業の廃止に必要とな  

る費用等を平成17年度に厚生年金、国民年金から支出した（財政融資資金繰上償還等  

資金財源）ため、平成18年度以降は、回収金が厚生年金、国民年金の収入として計上  

される。   

なお、平成18年度については、「旧年金資金運用基金の解散に伴い年金住宅融資回  

収金等が年金特別会計に承継されたことによる収入」（年金資金運用基金資産承継収  

入）という名称で、それぞれの会計に計上された。  

○年金種別費用率  

実質的な支出の中で自前で財源を賄わなければならない部分（すなわち実質的な支   

出から国庫・公経済負担を除いたもの）のうち、各年金種別の給付（老齢給付、障害   

給付、遺族給付）に相当する額の、標準報酬総額に対する比率である。  
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付属資料◆用語解説  

（実質的な支出一国庫・公経済負担）のうち老齢給付に相当する額  
老齢費用率  ×100  

標準報酬総額  

（実質的な支出一国庫・公経済負担）のうち障害給付に相当する額  障害費用率＝  ×100  
標準報酬総額  

（実質的な支出一国庫・公経済負担）のうち遺族給付に相当する額  
遺族費用率  ×100  

標準報酬総額  

（注：拠出金は、老齢給付・障害給付・遺族給付のいずれにも含まれない）   

年金制度の成熟の度合を示す指標である年金扶養比率を見る際に、遺族年金や障害  

年金を受給している人数が含まれていないことから、年金扶養比率を補完する指標と  

して平成15年度より導入された指標である。   

なお、総合費用率と年金種別費用率には、以下のような関係がある。   

総合費用率＝老齢費用率＋障害費用率＋遺族費用率＋その他（拠出金）の費用率  

○年金総額  

ある時点においてとらえた受給権者又は受給者（受給権者のうち、全額支給停止さ   

れていない者）について、その時点で裁定済の受給権ベースの年金額（年額）を総和   

したものである。したがって、受給者の年金総額には一部支給停止されている金額も   

含んで表章している。受給権者の年金総額と受給者の年金総額との差は全額停止され   

た年金額の総和である。  

なお、これは、受給者に実際に支給される年金の給付に要する費用を財政収支の支   

出項目として捉えた造辻堂とは別の概念であり、その差は、上で述べた→部支給停止   

額や各年度内での新規裁定や失権といった支給状況の違いにより発生する。  

○年金扶養比率  

被保険者数と老齢・退年相当の受給権者数の比率である。1人の老齢・退年相当の   

受給権者を、何人の被保険者で支えているかを表す指標である。  

年度末被保険者（組合員・加入者）数  
年金扶養比率＝   

年度末老齢・退職年金受給権者数（老齢・退年相当）   

〔保険に係る年金扶養比率 参照〕   

○年金保険者拠出金   

「国共済組合連合会等拠出金収入，年金保険者拠出金」の項を参照。   

○平均年金月額  

年金総額を受給権者数（または受給者数）で除することにより平均年金額を求め、   

これを12で除した金額をいう。（厚生年金においては、基金代行分が含まれている。）  

ここで、各制度における年金総額は、当該制度から給付される旧法及び新法・特別  
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付属資料◆用語解説  

支給の定額部分（1階部分）を含んでいるが、国民年金（基礎年金勘定）から給付さ  

れる基礎年金分は含んでいない。そこで、1階部分を含めた年金の水準をみるため、  

「年金総額」に「当該受給権者（受給者）のうち基礎年金対象者に係る基礎年金の年  

金総額（推計値）注」を加えた額を分子として用いた「基礎年金を含む平均年金月額」  

を算出している。   

注 基礎年金の年金総額（推計値）は、当該制度の加入期間に限定した分ではなく、全期間に   

係る基礎年金額全体を計上している。  

○報酬、賞与、総報酬   

●報酬・賞与  

被用者年金制度で、保険料や給付算定の基礎となるもの。  

「報酬」は、賃金、給料、俸給、手当等、被保険者が労働の対償として受け取る  

ものすべてを含むが、そのうち臨時に受け取るもの及び3月を超える期間ごとに受  

け取る「賞与」は含まれない。なお、地共済では、報酬の代わりに給料が使われて  

いる。これは各地方公共団体等が定めた給料表によるものであり、報酬には含まれ  

る各種の手当ては含まれていない（このため、給料にかかる保険料率は標準報酬ベ  

ースの料率に一定割合（1．25）を乗じて調整し、平均給与月額算定の際には給料に  

一定割合（1．25）を乗じて調整している。＊参照）。私学共済では給与と称してい  

るが、報酬と同じ概念である。  

「賞与」は、被保険者が労働の対償として受けるすべてのもののうち3月を超え  

る期間ごとに受け取るものを言う。  

公的年金制度では、平成14年度までは、標準報酬月額ベースだったが、平成15  

年度からは賞与も含めた総報酬ベースとなっている。  

公的年金制度での報酬等  

厚生年金   国共済   地共済   私学共済   

報酬   報酬   給料 ＊   給与   

賞与   期末手当等  期末手当等  賞与   

●標準報酬月額・標準賞与額   

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額をいくつかの階級に当てはめたものであり、  

現在、第1級（9．8万円）～第30級（62万円）の30区分である。また、標準賞与  

額は、賞与の千円未満の端数を切り捨て、150万円が上限である。保険料は、これら  

の額に保険料率を乗じて徴収される。   

標準報酬月額と標準賞与額を合わせたものが標準報酬（総報酬）。年度間累計値や、  

それを12で割ったもの（総報酬ベース・月額）が使われる。   

年金額の算定では、全被保険者期間の標準報酬月額と標準賞与額に賃金スライド  

や物価スライドを含めた再評価が考慮された、「平均標準報酬額」が用いられる。な  

お、平成14年度までの期間については「平均標準報酬月額」が用いられ、年金額は  
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付属資料◆用語解説  

その前後の期間で別々に計算され、合算される。また、平成15年度から総報酬制に  

なったが、本報告では、過去からの推移をみるため、標準報酬月額ベース（く 〉書  

き）と総報酬ベースの両方を合わせて表示している。  

＊ 地共済では、報酬の代わりに手当を含まない給料を使用しているが、給付ではその元とな   

る平均給料月額として給料の1．25倍に賞与を加えスライド等の再評価を加えたものを使用し、   

給料に係る保険料率は手当を含んでいない分高く設定されている。なお、この1．25という数   

値は、諸手当の割合を考慮して、地共済法施行令（第23条第1項）及び同施行規則（第2条   

の3）で定められている。  

また、他制度と比較するため、地共済の数値については、給料×1．25を標準報酬月額とし、   

保険料率は給料に係る料率を1．25分の1に換算して使用している。  

○包括信託  

財産（金銭、有価証券、金銭債権、動産、土地及びその定着物、地上権・土地の貸   

借権）について、種類を異にする2以上の財産を1の信託行為により引き受ける信託。   
（例えば、金銭と有価証券を同時に信託するといった場合。）  

○保険に係る年金扶養比率   

年金扶養比率を「支出額から追加費用を控除した額の支出額に対する割合」で除し   

た換算値である。ここで、支出額とは  

支出額＝給付費＋基礎年金拠出金一基礎年金交付金   

のことである。  

年金扶養比率  
保険に係る年金扶養比率   

支出額一迫加費用  

支出額   

国共済、地共済においては、制度発足前の恩給公務員期間等を引き継いだことにより、制  

度発足当初から年金受給者が多く発生する仕組みとなっている。そのため、年金扶養比率が  

低くなる。この影響を除いて保険制度としての年金扶養比率をみるため、恩給公務員期間等  

に係る給付費用である「追加費用」を用いて換算したものである。   

【参考】  

○国共済の年金扶養比率  

区分   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   

年金扶養比率   1．99   1．97   1．95   1．92   1．91   1．89   1．85   

保険に係る  
年金扶養比率   

3．15   3．01   2．99   2．94   2．83   2．73   2．61   

区分   2002   2003   2004   2005   2006   2007   

年金扶養比率   1．81   1．76   1．73   1．71   1．68   1．62   

保険に係る  
年金扶養比率   

2．53   2．43   2，32   2．26   2．21   2．07   
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付属資料◆用語解説  

○地共済の年金扶養比率  

区分－   1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   

年金扶養比率   2．64   2，59   2．52   2．45   2．40   2．32   2．24   

保険に係る  
年金扶養比率   

4．30   4．23   4．06   3．81   3．61   3．41   3．23   

区分   2002   2003   2004   2005   2006   2007   

年金扶養比率   2．16   2．09   2．00   1．95   1．89   1．79   

保険に係る  
年金扶養比率   

3．06   2．86   2．67   2．55   2．42   2．26   

○保険料水準固定方式  

保険料（率）の引上げ過程及び最終保険料率をあらかじめ決めてしまい、それによ   

る収入の範囲内で財政の均衡が図られるよう給付を調整することにより財政計画を立   

てること。厚生年金、国民年金について平成16年改正で、給付水準を調整するマクロ  

経済スライドと  ともに導入された。なお、厚生年金、国民年金について平成16年の制  

度改正までは、給付が先に決まり、財政の均衡を保つよう必要な保険料率が後から定  

まる方式がとられていた。  

○マクロ経済スライド   

社会全体の年金制度を支える力の変化と平均余命の延びに伴う給付費の増加という   

マクロでみた負担能力と給付の規模の変動に応じて給付水準を調整するという考え方。   

公的年金の年金額は、被用者年金制度全体の手取り賃金の伸びや物価の変動を考慮し   

て改定が行われるが、その改定の一部を、スライド調整率（注）を基として調整するも   

の。マクロ経済スライドによる給付水準の調整は、財政の均衡が図られるまでの一定   

期間（以後、調整期間という。）、年金の改定率を抑制することにより行われる。共済   

年金も厚生年金と同じ期間同じ調整が行われる。  

注 スライド調整率は、「公的年金の被保険者数の減少率の実績（3年平均）」と「平均余命の   

延びを勘案して設定した一定率（0．3％）」との合計で設定される。  

なお、マクロ経済スライドによる給付水準調整は、このスライド調整率を指標として行わ   

れるが、  

・賃金水準や物価水準が低下した場合には、給付水準調整を行わないこと  

・賃金水準や物価水準が上昇した場合でも、機械的にスライド調整率を適用すると年金の改   

定率がマイナスとなる場合は、年金の名目額を引き下げることはしないこと   

とされている。  

○みなし基礎年金給付糞［＝基礎年金相当給付費］   

「基礎年金相当給付費」の項を参照。  
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付属資料◆用語解説  

○免除保険料   

厚生年金基金ごとに定められている「免除保険料率」に相当する額のこ上である。   

厚生年金基金は厚生年金の給付の一部を国に代わって支給（代行給付）することから、   

厚生年金基金の加入員の厚生年金の保険料は、代行給付を賄うために必要な保険料率   

を基に決定される「免除保険料率」を控除した保険料率で計算するものとされている。   

なお、国民年金の保険料の免除とは異なる。  

〔「代行部分」、「政府負担金」の項を参照。〕  

注 免除保険料率は2．4％～5．0％の範囲で厚生労働大臣が厚生年金基金ごとに決定。  

○有価証券信託   

信託の引受に際し、有価証券を信託財産として受け入れる信託。  

○有限均衡方式   

年金の財政が一定期間で均衡するように、保険料（率）や給付水準等を決めて財政   

計画を策定する方法。平成16年の制度改正で導入された。なお、平成16年の制度改   

正までは、将来にわたるすべての期間で収支の均衡が図られるように財政計画を策定   

する方法（永久均衡方式）がとられていた。  

○老齢・退年相当と通老・通退相当   

老齢・退年相当とは、当該制度の被保険者期間が老齢基礎年金の資格期間を満たし   

ている（経過措置（現在は20年以上）及び中高齢の特例措置（15年以上）も含む）   

新法の老齢厚生年金及び退職共済年金、並びに旧法の老齢年金及び退職年金のことを   

いう。これらの年金の受給権者のことを指す場合もある。   

通老・通退相当とは、当該制度の被保険者期間が老齢・退年相当に満たない新法の   

老齢厚生年金及び退職共済年金、並びに旧法の通算老齢年金及び通算退職年金のこと   

をいう。これらの年金の受給権者のことを指す場合もある。  
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付属資料◆用語解説  

図1 被用者年金の給付構造 （老齢・退職年金の場合）  

1 新法年金   
・原則、昭和61年4月1日時点で60歳未満の者（大正15年4月2日以降生まれ）の老齢・退職年金  

（1）65歳未満の者 特別支給の老齢厚生年金・退職共済年金  

被用者年金の額（網掛け部分）  

○ 平成13年度末時点（厚生年金の女性は18年度末時点）で60歳の者から、定額   

部分・加給年金の支給開始年齢が生年月日に応じて引き上げられており、定額部   

分の支給開始年齢に到達するまでの間、定額部分・加給年金は支給されない。  

被用者年金の額（網掛け部分）  
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付属資料◆用語解説  

（2）65歳以上の者 老齢厚生年金・退職共済年金と老齢基礎年金  

被用者年金の額（網掛け部分）   

注 段階的に引き上げられ平成21年度には1／2。  

2 旧法年金（旧厚生年金の老齢年金、旧共済年金の退職年金）  

被用者年金の額（網掛け部分）  

注1 65歳以降支給分の場合である。  

注2 段階的に引き上げられ平成21年度には1／2。  

〔⇒「給付費」の項を参照。〕  
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図2 公的年金制度の財政収支（概念図）  
（基礎年金相当  

部分以外）  
旧法適用  

受給者  
旧法年金  共済年金  

国共済，地共済，   

私学共済  
●●●●●●●●●●●●  
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〔⇒「基礎年金拠出金」、「基礎年金交付金」の項を参照。〕  



付属資料◆用語解説  

図3 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢  

〔網掛け部分特別支給の老齢厚生年金〕  

60歳  65歳  

老齢厚生年金  

老齢基礎年金   

男性：昭16．4．1以前に生まれた人   

女性：昭21．4．1以前に生まれた人  

60歳61歳  65歳  

女性：昭33．4．2～昭35．4．1に生まれた人  

62歳  65歳  

男性：昭18．4．2～昭20．4．1に生まれた人  
女性：昭23．4．2～昭25．4．1に生まれた人   

男性：昭30．4．2～昭32．4．1に生まれた人  
女性：昭35．4．2～昭37．4．1に生まれた人  

男性：昭20．4．2～昭22．4．1に生まれた人   
女性：昭25．4．2～昭27．4．1に生まれた人   

60歳  64歳65歳  

男性：昭32．4．2～昭34．4．1に生まれた人  
女性：昭37．4．2～昭39．4．1に生まれた人  

64歳65歳  

老齢厚生年金  

老齢基礎年金  

男性：昭34．4．2～昭36．4．1に  
女性：昭27．4．2～昭29．4．1に生まれた人  女性：昭39．4．2～昭41．4．1に生まれた人  

65歳  

老齢厚生年金  

老齢基礎年金  

男性  昭24．4．2～昭28．4．1に生まれた人  男性：昭36．4．2以後に生まれた人  
女性：昭41．4．2以後に生まれた人  女性：昭29．4．2～昭33．4．1に生まれた人  

注1特別支給の老齢厚生年金の定額部分には加給年金も含まれる。  

注2 退職共済年金の場合、支給開始年齢は男女同じで、  

女性も上の男性の生年月日区分に応じた支給開始年齢となる。  
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付属資料◆用語解説  

○定額部分の支給開始年齢の引上げ  

定額部分の   厚生年金（男性）、   
支給開始年齢   共済年金（男性、女性）   

厚生年金（女性）  

61歳   平成13年虔   平成18年度   

62歳   平成16年度   平成21年度   

63歳   平成19年度   平成24年度   

64歳   平成22年度   平成27年度   

65歳   平成25年度   平成30年度   

○報酬比例部分の支給開始年齢の引上げ  

報酬比例部分の   厚生年金（男性）、   
支給開始年齢   共済年金（男性、女性）   

厚生年金（女性）  

61歳   平成25年度   平成30年度   

62歳   平成28年度   平成33年度   

63歳   平成31年度   平成36年度   

64歳   平成34年度   平成39年度   

65歳   平成37年度   平成42年度   

注 各支給開始年齢に引き上げられる年度である。  

〔⇒「特別支給の老齢・退職年金」の項を参照。〕  
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付属資料◆用語解説  

補足  

国庫が負担する費用一覧（国民年金及び厚生年金の場合）   

1 いわゆる3分の1国庫負担が対象とする車用  

（⊃基礎年金の給付に要する費用※1、※2のうち、被用者年金制度が負担する部分以外の分の1／3  

※3［国民年金法（以下特に断りがない限り国民年金法を指す）第85条第1項第1号］  

（⊃基礎年金の給付に要する費用※1、※も のうち、被用者年金制度が負担する部分（国民年金への  

基礎年金拠出金として負担）の1／3※3［厚生年金保険法第80条第1号，第94条の2第1  

項］   

※1基礎年金の給付に要する費用とみなされる給付費（基礎年金相当給付費）を含む。   

・旧法国民年金の給付費のうち基礎年金に相当するものとみなされるもの（昭60附則第35  

条第4項）   

・旧法厚生年金による給付費のうち基礎年金に相当するものとみなされるもの（昭60附則  

第35条第3項）   

※2ただし、次の2で●を付した費用の額は、別途国庫負担の対象となることから、ここか  

らは除かれる。［第85条第1項第1号、昭60附則第34条第2項］   

※3平成16年年金制度改正により段階的に引き上げられ、平成21年度に2分の1となった。   

2 3分の1国庫負担以外の国庫負担が対象とする費用  

（基礎年金関連）  

●保険料全額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費の全額［第85条第1項第2号］  

●保険料3／4免除期間に係る老齢基礎年金の給付費の1／2※［第85条第1項第2号］（平成18年   

7月1日より）  

●保険料半額免除期間に係る老齢基礎年金の給付費の1／4※［第85条第1項第2号］（平成14年   

4月1日より）  

●保険料1／4免除期間に係る老齢基礎年金の給付費の1／10※［第85条第1項第2号］（平成18   

年7月1日より）  

●20歳前障害に係る障害基礎年金の給付費の40／100※2［第85条第1項第3号］  

●旧障害福祉年金が裁定替えされた障害基礎年金及び旧母子福祉年金等が裁定替えされた遺族   

基礎年金の給付費の政令で定める割合（40／100※2）［昭60附則第34条第1項第2号］  

●老齢基礎年金の給付費のうち、老齢福祉年金相当額の下支えに要する部分の全額［昭60附則   

第34条第1項第3号］  

※  基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げに伴い、平成21年度の免除期間に係る給付費についてはそれぞれ  

3／5（保険料3／4免除期間）、1／3（保険料半額免除期間）、1／7（保険料1／4免除期間）となった。  

※2 平成17年度まで。平成18年度は38／100、平成19・20年度は37／100、平成21年度は20／100。   

（新法国民年金）  

○付加年金等の給付費の1／4［昭60附則第34条第1項第1号］  
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付属資料◆用語  

（旧法国民年金）  

●旧法国民年金の給付費で免除期間に係る部分の全額［昭60附則第34条第1項第4号］  

●老齢福祉年金相当額の下支えに要する部分の全額［昭60附則第34条第1項第5号］  

●嵩上げ加算分の1／4相当分［昭60附則第34条第1項第5号］  

●5年年金の給付費の1／8［昭60附則第34条第1項第7号］  

●昭48附則第12条第2項で計算される老齢年金、10年年金に係る通算老齢年金の差額分の1／4  

［昭60附則第34条第1項第8号］  

○付加保険料納付済期間に係る老齢年金及び通算老齢年金の給付費の1／4［昭60附則第34条第  

1項第6号］  

○老齢福祉年金の給付費の全額［昭60附則第34条第1項第9号］  

（旧法厚生年金）  

○昭和36年4月1日以前の期間に係る給付費のうち20／100（第3種被保険者期間については   

25／100）［昭60附則第79条第1号］   

（注）国共済・地共済は15．85％、私学共済・旧農林年金は19．82％  

○旧厚生年金保険の老齢年金の給付費のうち、旧国民年金の老齢年金の嵩上げに相当する部分の  

1／4［昭60附則第79条第2号］  
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